仕様書
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室
健康長寿企画課（担当　三添）
（℡　０７５－２２２－３４１９）

１　件名
　　１日推定食塩摂取量検査の単価契約について

２　契約形態
　　単価契約（税込）
　
３　契約期間
　　令和８年７月１日（水）～令和８年１０月３０日（金）

３　履行場所
　　健康長寿企画課及び各区役所（左京区、南区、西京区、伏見区）保健福祉センター

４　業務内容等
(1) 　検査項目　
推定１日食塩摂取量（尿検査）
(2) 　検査数（目安）　
最大１１５件
(3) 　検査方法等
1  ７月３日（金）までに、健康長寿企画課へ検尿容器１３５個（予備含む）を納品すること。
2  別表に記載の日時・場所にて検体の回収を行う。
3  各回収日の１週間後までに結果票を各区役所健康長寿推進課に提出する。
(4) 　報告
実績数に応じた見積書・納品書・請求書を健康長寿企画課へ提出すること。
(5) 　その他
　検体保管用のスピッツ立て、保冷容器を貸出すこと。

（別表）実施予定
	
	検査数
	回収日時
	回収場所

	左京区役所
	３０
	７月３０日１４時～１７時
	左京区役所２階２２番窓口

	南区役所
	３０
	９月　４日１６時３０分～１７時
	南区役所　３階３６番窓口

	西京区役所
	３０
	９月２８日１５時３０分～１７時
	西京区役所１階１５番窓口

	伏見区役所
	２５
	１０月　９日１６時～１７時
	伏見区役所１階１２番窓口


· 検査数・回収日・場所は、教室申込状況や実施状況により変更となる可能性あり。

５　秘密の保持
　　受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び京都市個人情報保護条例（平成５年４月１日京都市条例第１号）を遵守するとともに、従事者に対し、上記条例に規定された罰則の内容を周知するなど、個人情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。また、本業務で取扱う個人情報の具体的な取扱いについては、本仕様書に定めるもののほかに、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書（別紙１）」に規定する。

６　委託料の支払
　　すべての業務実施後、報告書を提出すること。その内容を点検し、適当と認めた時は、請求額を支払うものとする。

７　その他
　　上記に定めるほか、業務内容を変更する必要が生じた場合は、その都度京都市と協議のうえ、決定するものとする。
